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「掲示板」は、市民から市民への情報コーナーです。掲載内容は、広報紙の持つ公共
性や公益性を尊重し、市および市民が不利益を被らないものとします。掲載方法など、
詳しくは電話でお問い合わせいただくか、市のホームページをご覧ください。

█ 島実自遊祭
問島田実業高等専修学校 ☎ 37-5209
　:http://shimajitsu.ed.jp
とき／10 月 8 日㈰ 午前 10 時〜午後 5 時（雨天順延）
ところ／島田実業高等専修学校（元島田）
内容／生徒作品展示、模擬店、バザー、ライブなど
※プラザおおるり前から ､ 無料送迎バスがあります。

█ 第 111 回 国一バイパス・クリーン作戦 実施
問家庭倫理の会 静岡中部 ☎ 36-0741（中

な か む ら

村）
とき／10月22日㈰ 午前6時30 分〜7時30 分 （雨天中止） 
ところ／野田・旗指・向谷 I.C. 付近
集合場所／ローズアリーナ 駐車場
持ち物／ごみばさみ、手袋

█ 年金セミナー
問（一財）静岡県年金福祉協会 ☎ 054-251-2767
とき／10 月15 日㈰ 午前 10 時〜正午
ところ／プラザおおるり 視聴覚室（3 階）
内容／年金・健康保険・失業保険についての説明
定員／40 人（申込順）　参加費／無料
申し込み／電話で問い合わせ先へ

█ 石畳茶屋 企画展「牧之原開拓史」
問㈱丸紅 ☎ 30-0360（北

き た む ら

村）
とき／ 9 月16 日㈯〜平成 30 年 1 月 28 日㈰
　 午前 9 時〜午後 4 時 30 分（月曜日定休）
ところ／金谷宿お休み処 石畳茶屋ギャラリー（金谷坂町）
内容／岡田原の茶園を築いた「大

お お く さ

草高
た か し げ

重」をはじめとする
侍たちが所持していた、貴重な品々の展示

申し込み／不要（無料）。直接会場へ

█ 看護職員介護施設等 再就業研修
問（公社）静岡県看護協会 静岡県ナースセンター

☎ 054-202-1761 ℻ 054-202-1762
　* kyouiku-sinjin@tokai.or.jp
とき／10 月13 日㈮・18 日㈬・26 日㈭
　午前 9 時 30 分〜午後 3 時 30 分
ところ／静岡県看護協会会館（静岡市駿河区南町）
対象╱介護施設などへ就職を考えている看護職免許保有者
内容／講義、演習、施設見学
参加費╱無料（託児費の一部を補助）
申し込み╱電話・ファクス・E メールのいずれかで、問い合

わせ先へ
締め切り╱ 9 月 28 日㈭

█ 島商祭
問島田商業高等学校 ☎ 37-4167
とき／ 9 月 30 日㈯ 午前 10 時〜午後 3 時
ところ／島田商業高等学校（祇園町）
内容／校内展示、販売（シマアツとのコラボあり）、舞台

発表、スタンプラリーなど
※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。

█ 大井川流域の里山風景画展 作品募集
問川根文化センター ☎ 53-3511
応募／10 月 25 日㈬ 午前 10 時〜午後 4 時
出品点数／1 人 1 点　資格／小学生以上
展示／10 月 29 日㈰〜 11 月 5 日㈰ 午前 10 時〜午後 6 時
ところ／川根文化センター「チャリム 21」
※詳しくは、電話でお問い合わせください。

█ 合気道の仲間 募集
問島田合気会 ☎ 070-5253-4646（石

い し ま

間）
稽古日／毎週金曜日 午後 7 時 20 分〜 9 時
ところ／島田第二中学校 体育館柔道場
対象／男女問わず、中学生以上　持ち物／道着

█ 第 8 回 秀景ふるさと富士写真コンテスト 作品募集
問静岡県 富士山世界遺産課 ☎ 054-221-3776
　: http://www.pref.shizuoka.jp/bunka/bk-223/

fujisannohi/furusatofuji2017.html
テーマ／全国にある「ふるさと富士（見立て富士）」を撮影

した写真（富士山を除く）
出品点数／未発表作品一人 5 点（山が異なる場合は 10 点）
応募方法／作品の裏面に「応募票」を添付の上、郵送
　フィルム部門：カラープリント四ツ切（ワイド版不可）
　デジタル部門：カラープリント A4 サイズ（ワイド版不可）
締め切り／12 月15 日㈮（当日消印有効）
入賞（各部門）／最優秀賞 1 人、優秀賞 2 人、入選 5 人、

佳作 90 人程度（各賞内で重複受賞の場合、商品は 1 点）
審査／平成 30 年 1 月（2 月中下旬に入賞作品展を実施）
※応募票は、ホームページからもダウンロードできます。

█ 忘れないで！ クルマの愛情点検
問中部運輸局静岡運輸支局 ☎ 054-261-7622
　:http://www.tenken-seibi.com
▶︎毎年 9 月と 10 月は、国土交通省が行う「自動車点検整
備推進運動」の強化月間です。日常点検や定期点検をしっ
かり行う習慣を、身に付けましょう。詳しくは、自動車点
検整備推進協議会のホームページをご覧下さい。


